部活動により中学校の変更を希望する皆様へ（新中学１年生になる児童と保護者の皆様へのお知らせ）



令和７年１０月　　
綾瀬市教育委員会　
　指定された学区の中学校に入部したい部活動がない場合に、部活動を設置している中学校へ入学校（指定）を変更できる制度があります。
　この制度は、希望する部活動に入部することで、より充実した中学校生活が送れることを願って実施しているものです。制度の内容について個別説明会を実施いたしますので、制度の利用を検討している方は必ずご参加ください。




≪ご注意いただくこと≫


· 本来、入学する中学校は住所によって決められています。この制度によって変更が認められるのは、住所によって決められた中学校に入部したい部活動がない場合に限ります。（部の活動方針等の違いを理由に変更することはできません。）
· この制度は中学校入学時のみ利用できます。また、部活動は３年間継続する必要があります。
· 通学は、「徒歩」、「バス」、「保護者の送迎」のいずれかに限ります。また、災害発生等の緊急時には、保護者の方に学校まで迎えに来ていただくことになります。
· 入学する中学校の変更は、中学校生活を大きく左右します。お子さんと保護者の方で十分に話し合うようにお願いいたします。
· 令和８年度より、段階的に部活動の地域展開を実施する予定です。詳細については、教育指導課へお問い合わせください。（教育指導課指導担当　0467-70-5660）
· 













【今後のスケジュール】

	時　期
	内　容
	詳　　細

	１０月上旬
	お知らせ配付
	・このリーフレットのことです。

	１０月　６日（月）～



１０月２２日（水）
※土日祝日を除く
	個別説明会
	・制度利用にあたっての注意点・手続き方法を、学校教育課にて個別にご説明します。
・制度の利用を検討している方は必ずご参加ください。なお、説明会参加後であっても、制度の利用を辞退できます。（説明会に参加せず、中学校に部活動見学に行くことはできません。）
・事前に電話予約が必要です。学校教育課までご連絡をお願いいたします。

	１０月１４日（火）～



１１月１４日（金）
※土日祝日を除く
	部活動見学
	・説明会参加後、希望する学校の教頭あてに直接連絡のうえ、入部を希望する部活動の見学をしてください。
・見学の際に【部活動見学シート】を持参してください。（部活動見学シートは、個別説明会でお渡しします。）

	１１月１０日（月）～



１２月５日（金）
※土日祝日を除く
	面接
	・部活動見学後、学校教育課へご連絡いただき、面接日の予約をしてください。
・【部活動見学シート】の必要項目を記入し、面接時に持参してください。
・児童、保護者、教育委員会との面接を実施します。

	１２月５日（金）
	手続き締切り
	・手続きの最終締め切り日です。

	令和８年１月中旬
	指定校の決定
	・変更した中学校の就学通知書を発送します。


＜お問い合わせ先＞綾瀬市教育委員会　学校教育課（綾瀬市役所６階）　電話：０４６７－７０－５６５４

【令和７年度】部活動開設状況及び【令和８年度】開設予定
（令和７年９月現在）
【記載説明】
・○印・・・・・令和７年度開設されており、令和８年度も引き続き開設予定の部活動
・◎印・・・・・令和８年度から新たに開設予定の部活動
・×印・・・・・令和７年度未開設で、令和８年度も未開設予定の部活動
・△印・・・・・令和８年度は廃部を予定している部活動
・※印・・・・・令和８年度は新１年生を募集しない予定の部活動

	
	部活動名
	綾瀬中
	綾北中
	城山中
	北の台中
	春日台中

	運動部
	サッカー
	○
	○
	○
	×
	○

	
	野球（軟式）
	○
	○
	○
	○
	○

	
	陸上
	男
	○
	○
	○
	○
	○

	
	
	女
	○
	○
	○
	○
	○

	
	バレーボール
	男
	×
	○
	×
	×
	×

	
	
	女
	○
	○
	○
	×
	×

	
	バスケットボール
	男
	○
	○
	○
	○
	○

	
	
	女
	○
	○
	○
	○
	○

	
	テニス（軟式）
	男
	○
	×
	○
	○
	○

	
	
	女
	○
	×
	○
	○
	○

	
	卓球
	男
	○
	×
	○
	○
	×

	
	
	女
	○
	×
	○
	○
	×

	
	バドミントン
	男
	○
	○
	○
	○
	×

	
	
	女
	○
	○
	○
	○
	×

	
	剣道
	男
	○
	○
	○
	×
	○

	
	
	女
	○
	○
	○
	×
	○

	文化部
	コンピュータ・パソコン
	×
	○
	○
	○
	×

	
	美術
	×
	×
	×
	×
	○

	
	陶芸
	×
	○
	×
	×
	×

	
	家庭
	○
	○
	×
	×
	○

	
	吹奏楽
	○
	×
	○
	○
	○

	
	マーチングバンド
	×
	○
	×
	×
	×

	
	放送
	×
	×
	○
	×
	×

	
	手話
	○
	×
	×
	×
	×

	
	英語
	○
	×
	○
	○
	×

	
	工芸
	×
	×
	×
	○
	×

	
	クラフト
	×
	×
	○
	×
	×



＜お問い合わせ先＞綾瀬市教育委員会　学校教育課（綾瀬市役所６階）　電話：０４６７－７０－５６５４

部活動により中学校の変更を希望する皆様へ     令和 ７ 年１０月       綾瀬市教育委員会                                      

時   期  内   容  詳    細  

１０月上旬  お知らせ配付  ・このリーフレットのことです。  

１０月   ６ 日（月 ）     １０月２ ２ 日（水 ）   ※土日祝日を除く  個別説明 会  ・ 制度利用にあたっての注意点・手続き方法を、学校教 育課にて個別にご 説明します。   ・ 制度の利用を検討している方は必ずご 参加ください。 なお 、説明会参加後であっても、制度の利用を辞退で きます。 （ 説明会に参加せず、中学校に部活動見学に行 くことはできません。 ）   ・事前に電話予約が必要です。学校教育課までご 連絡を お願いいたします。  

１０ 月１ ４ 日（ 火 ）     １１月１ ４ 日（金 ）   ※土日祝日を除く  部活動見 学  ・説明会参加後、希望する学校の教頭あてに直接連絡の うえ、入部を希望する部活動の見学をしてください。   ・ 見学の際に 【部活動見学シート】 を 持参してくだ さい。 （部活動見学シートは、個別説明会でお渡しします。）  

１１月１ ０ 日（ 月 ）     １２ 月 ５ 日（金 ）   ※土日祝日を除く  面 接  ・部活動見学後、 学校教育課へご 連絡いただき、面接日 の予約をしてください。   ・ 【部活動見学シート】 の必要項目を 記入し、面接時に 持 参してくだ さい。   ・ 児童、保護者、教育委員会との面接を実施します。  

１２月 ５ 日（金 ）  手続き締切り  ・手続きの最終締め切り日です。  

令和 ８ 年１月 中旬  指定校の決定  ・変更した中学校の就学通知書 を発送します。  

＜お問い合わせ先＞綾瀬市教育委員会   学校教育課（綾瀬市役所６階）   電話：０４６７－７０－５６５４  

   本来 、 入学 する中学校は住所 によって 決められています。この 制度 によって変更が 認められるのは、住所によって決められた中学校に入部したい部活動がない場合に 限ります。（部の活動方針等の違いを理由に変更すること はできません 。）      この制度 は 中学校入学時 のみ 利用 できます 。 また 、 部活動は３年間継続する必要が あります。      通学は 、「 徒歩 」 、 「 バス 」 、「保護者 の送迎 」の いずれかに 限ります 。また 、 災害発生 等の緊急時には、保護者の方に学校まで 迎えに 来ていただくこと になります 。      入学 する中学校の変更は、中学校生活を大きく左右します。お子さん と 保護者の方 で十 分に話し合うようにお願いいたします。      令和 ８ 年度 より、 段階的に 部活動の 地域 展開 を実施 する予定 です 。 詳細については 、 教育指導課 へお問い合わせください 。 （教育指導課指導担当   0467 - 70 - 5660 ）         

【 今後 の スケジュール 】  

（新中学１年生になる児童と保護者の皆様へのお知らせ）    

  指定された学区の中学校に入部したい部活動がない場合に、 部活動を設置している 中学校へ入学校（指定）を変更できる制度があります。     この制度は、希望する部活動に入部することで、より充実した中学校生活が送れる ことを願って実施しているものです。制度の 内容 について 個別 説明会を実施いたしま すので、 制度 の利用を 検討 している方は必ず ご 参加ください 。  

 

≪ご 注意 いただくこと ≫    

～    

～    

～    

